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「水災害対策とまちづくりの連携」について

第８回流域管理と地域計画の
連携方策に関するワークショップ



〇 頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進、
立地適正化計画の強化など、安全なまちづくりのための総合的な対策を講じる。
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都市計画法及び都市再生特別措置法の改正概要（安全まちづくり関係）

【都市計画法】

【都市再生特別措置法】

【都市再生特別措置法】
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開発許可を
原則禁止

開発許可
の厳格化

既存の住宅
・施設の移転

開発許可を
原則禁止

◆災害ハザードエリアからの移転の促進
-市町村による防災移転支援計画
市町村が、移転者等のコーディネートを行い、移転に
関する具体的な計画を作成し、手続きの代行 等

※上記の法制上の措置とは別途、予算措置を拡充
（防災集団移転促進事業の要件緩和

（10戸→5戸 等））

◆災害ハザードエリアにおける開発抑制
（開発許可の見直し）
＜災害レッドゾーン＞
-都市計画区域全域で、住宅等（自己居住用
を除く）に加え、自己の業務用施設（店舗、病
院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場等）の開発
を原則禁止

＜浸水ハザードエリア等＞
-市街化調整区域における住宅等の開発許
可を厳格化（安全上及び避難上の対策を許可の
条件とする）

◆立地適正化計画の強化
（防災を主流化）
-立地適正化計画の居住誘導区域から災害
レッドゾーンを原則除外

-立地適正化計画の居住誘導区域内で行う
防災対策・安全確保策を定める「防災指
針」の作成
避難路、防災公園等の避難地、
避難施設等の整備、
警戒避難体制の確保等

【都市再生特別措置法】

【都市再生特別措置法】



「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会

令和２年１月 ８日 第一回検討会
令和２年４月１７日 第二回検討会
令和２年６月１２日 第三回検討会
令和２年７月１６日 第四回検討会
令和２年８月２６日 提言とりまとめ
令和３年３月頃 ガイドラインとりまとめ

（１）まちづくりに活用できる水災害に関するハザード情報のあり方
・水災害対策や、災害の発生頻度に応じたリスク情報の整備
・各種ハザード情報の統合手法 など

（２）水災害リスク評価に基づく、防災にも配慮したまちづくりの考え方
・地域の水災害リスクの評価手法
・地域の水災害リスクを踏まえたまちづくりの考え方 など

（３）水災害対策とまちづくりとの連携によるリスク軽減方策
・地域の水災害リスクの評価内容に応じた防災・減災対策
・水災害リスクの高い地域からの移転の促進
・水災害リスクの軽減に資する取組を講じるインセンティブを付与する仕組み など

（４）取組を進めるための連携のあり方
・治水・防災・まちづくり・建築部局の連携
・市町村の圏域を超えた広域調整 など

○近年、各地で大水害が発生しており、今後、気候変動の影響により、さらに降雨量の増加や海面水位の上昇により、水災害が頻発
化・激甚化することが懸念。
○このような気候変動により増大する水災害リスクに対して、堤防整備等の水災害対策の推進に加えて、土地利用や建築物の構造の
工夫、避難体制の構築など、防災の視点を取り込んだまちづくりの推進が必要。
○このため、治水・防災部局とまちづくり部局が連携して、専門家、有識者の意見を伺いながら、水災害に対するリスクの評価及び防災・
減災の方向性について検討。

背景・必要性

検討項目

委員一覧 スケジュール【事務局】 国土交通省 都市局、 水管理・国土保全局、 住宅局

○
○◎

◎

「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会 ：座長、 ：副座長
岡安 章夫 東京海洋大学海洋資源エネルギー学部門教授
小山内 信智 政策研究大学院大学教授
加藤 孝明 東京大学生産技術研究所教授
木内 望 建築研究所主席研究監

（敬称略、五十音順）

立川 康人 京都大学大学院工学研究科教授
中井 検裕 東京工業大学環境・社会理工学院教授
中村 英夫 日本大学理工学部教授
藤田 光一 河川財団河川総合研究所長

提言としてとりまとめ
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【提言１】 まちづくりに活用するための水災害に関するハザード情報のあり方
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降雨の規模や施設の整備状況等に応じた、多段的なハザード情報を充実。
簡易手法を用いてハザード情報を早期に作成・公表。
地形の特性や過去の被害状況も勘案した浸水のしやすい地域の評価手法の開発。
利用者の視点に立ち、各種ハザード情報の重ね合わせや、浸水深、流速等の時系列情報を整備。

中頻度

低頻度

浸水深3.0m以上となる浸水頻度

高 低発生頻度

浸水被害小 大

各頻度に応じて、
浸水想定を多段階に
表示

高頻度



【提言２】 水災害リスク評価に基づく、防災にも配慮したまちづくり
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ハザード情報に加えて、ハザードエリア内の人口や都市機能、災害対策の実施状況等をもとに、地域
ごとに多面的にリスク評価。
まちづくりを進める地域は、水災害リスクを可能な限り避けつつも、都市構造・機能上の必要性、都市
の歴史的な形成経緯も考慮して決定。
水災害リスクを回避・軽減しつつ、一定程度のリスクがあることを認識し受け止めた上で、まちづくりに反
映する必要。



【提言３】 水災害対策とまちづくりとの連携によるリスク軽減方策

5

地域ごとの水災害リスクの評価内容、都市機能・防災上の重要性に応じた防災・減災対策を実施。
まちづくりにおける防災・減災対策では地域のリスク低減に限界がある場合には、さらなる治水対策を
検討。
防災・減災対策を実施したとしても相当のリスクが残存する地域については、当該地域からの移転を検
討。
水災害リスクの軽減に資する取組を講じるインセンティブを付与する仕組みを検討。



【提言４】 取組を進めるための連携のあり方
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都市再生協議会・大規模氾濫減災協議会などの各種協議会の活用、関係者による情報共有・連携
の体制の構築。
市町村を超えた流域・広域の観点からの水災害対策とまちづくりの検討。
水災害リスクの評価や防災・減災対策の内容について、行政・専門家が協力し、地域住民等に対する
わかりやすい説明を行い、合意形成を図る必要。

〇 上記１～４の提言を踏まえ、「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン」を令和２年度中
に作成予定。

※30程度の都市と連携し、ハザード情報の充実化、リスクの評価、リスクの回避・軽減方策等についてケーススタディ
を実施し、その結果を踏まえてガイドラインをとりまとめる。



都市における水災害対策の促進に係る容積率緩和制度の活用について

■近年、各地で大規模な水災害が発生し、今後、気候変動の影響により、水災害が頻発化・激甚化することが懸念されており、都市における水
災害対策の必要性が高まっている。

■これまで、容積率緩和制度を活用し、都市開発プロジェクトにおける雨水貯留施設の整備等の取組を評価し容積率を緩和した事例は存
在するものの、こうした水災害対策に資する取組を評価する包括的な考え方は示されていなかったところ。

■都市開発プロジェクトに併せて実施される水災害対策に資する取組（以下「防災貢献」という。）を評価し、建築物の容積
率を緩和する考え方についてとりまとめ、地方公共団体に通知。 （令和2年9月7日）

（留意点）
・ 容積率は、周辺へのインフラ負荷等を勘案して、過大にならない範囲で設定。
・ 都市計画決定権者において、制度運用の基本的な方針や考え方を事前に明示し、公表。 等

課題

対応

評価対象となる都市の水災害対策に資する取組のイメージ
敷地内 周辺地区 隔地（上流域等）

避難施設・
備蓄施設の設置

雨水貯留施設の整備

避難地（高台
公園）の整備

雨水貯留施設の整備

避難路の整備

避難タワーの整備

広域避難のための
用地の確保

都市開発
プロジェクト

都市開発プロジェクト

都市開発プロジェクト

隔地公共貢献

雨水貯留施設の
整備

雨水浸透施設の整備

(青字）内水・洪水被害の軽減 （赤字）住民等の避難支援

緑地の保全・創出
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